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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
導
入
の
影
響
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
影
響
、
す
な
わ
ち
、
老
人
保
健
制
度
を
続
け
て
い
た
場
合
と
の
比
較
に
つ
い
て
伺
う
。
診
療
報

酬
の
変
化
や
自
己
負
担
の
引
き
上
げ
な
ど
の
影
響
で
は
な
く
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
導
入
す
る
か
否
か
の
み
の
影
響
に

つ
い
て
回
答
願
い
た
い
。

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
導
入
せ
ず
に
老
人
保
健
制
度
を
維
持
し
て
い
た
場
合
と
比
べ
て
、

老
人
医
療
に
つ
い
て
の
、
公
的
負
担
は
国
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
に
な
る
の
か
。

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
導
入
せ
ず
に
老
人
保
健
制
度
を
維
持
し
て
い
た
場
合
と
比
べ
て
、

七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
負
担
は
保
険
料
と
窓
口
自
己
負
担
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
に
な
る
の
か
。

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
導
入
せ
ず
に
老
人
保
健
制
度
を
維
持
し
て
い
た
場
合
と
比
べ
て
、

七
十
四
歳
以
下
の
現
役
世
代
の
負
担
、
老
人
医
療
費
は
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
八
年
度
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
増
減
が
あ
る

か
。

�

�
か
ら
�
に
つ
い
て
推
計
を
行
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
い
つ
推
計
を
し
、
公
表
す
る
の
か
。

�

�
に
お
い
て
、
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
二
五
年
度
、
二
〇
三
五
年
度
、
二
〇
五
〇
年
度
の
将
来
の
増
減
は
ど
の
よ
う
に

一



な
る
か
。

�

�
に
お
い
て
、
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
二
五
年
度
、
二
〇
三
五
年
度
、
二
〇
五
〇
年
度
の
将
来
の
増
減
は
ど
の
よ
う
に

な
る
か
。

�

�
に
お
い
て
、
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
二
五
年
度
、
二
〇
三
五
年
度
、
二
〇
五
〇
年
度
の
将
来
の
増
減
は
ど
の
よ
う
に

な
る
か
。

�

�
か
ら
�
に
つ
い
て
推
計
を
行
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
い
つ
推
計
を
し
、
公
表
す
る
の
か
。

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
導
入
し
た
場
合
と
、
導
入
せ
ず
に
老
人
保
健
制
度
を
維
持
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
七
十

四
歳
以
下
の
組
合
健
康
保
険
の
保
険
料
は
、
二
〇
〇
八
年
度
、
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
二
五
年
度
、
二
〇
三
五
年
度
、
二

〇
五
〇
年
度
で
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
と
推
計
さ
れ
る
か
。

	

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
導
入
し
た
場
合
と
、
導
入
せ
ず
に
老
人
保
健
制
度
を
維
持
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
七
十

四
歳
以
下
の
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
保
険
料
は
、
二
〇
〇
八
年
度
、
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
二
五
年
度
、
二
〇
三
五
年

度
、
二
〇
五
〇
年
度
で
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
と
推
計
さ
れ
る
か
。




後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
導
入
し
た
場
合
と
、
導
入
せ
ず
に
老
人
保
健
制
度
を
維
持
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
七
十

二



四
歳
以
下
の
共
済
組
合
健
康
保
険
の
保
険
料
は
、
二
〇
〇
八
年
度
、
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
二
五
年
度
、
二
〇
三
五
年

度
、
二
〇
五
〇
年
度
で
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
と
推
計
さ
れ
る
か
。

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
導
入
し
た
場
合
と
、
導
入
せ
ず
に
老
人
保
健
制
度
を
維
持
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
七
十

四
歳
以
下
の
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
は
、
二
〇
〇
八
年
度
、
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
二
五
年
度
、
二
〇
三
五
年
度
、
二

〇
五
〇
年
度
で
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
と
推
計
さ
れ
る
か
。

二

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
年
間
平
均
保
険
料
は
、
二
〇
〇
八
年
度
に
お
い
て
七
万
二
〇
〇
〇
円
で
あ
る
が
、

二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
二
五
年
度
、
二
〇
三
五
年
度
、
二
〇
五
〇
年
度
の
将
来
推
計
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

三

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
い
て
は
、
老
人
医
療
給
付
費
の
一
割
を
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
で
賄
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
今
後
、
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
二
五
年
度
、
二
〇
三
五
年
度
、
二
〇
五
〇
年
度
の
こ
の
比
率
は
一
割
の
ま
ま
か
。
あ
る

い
は
、
一
割
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
く
ら
い
に
変
化
す
る
と
推
計
し
て
い
る
の
か
。
も
し
推
計
を
し
て
い
な
い
な
ら
、
い
つ
推

計
を
し
、
公
表
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


